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研究成果の概要（和文）：本研究は、ＥＵ消費者法の平準化をめぐる新たな展開を分析し、それを踏まえて、消費者法
の実体法規のあり方や、消費者の権利の実現および被害救済を実効化するための手続的な仕組みのあり方について、体
系性という視点を加えて検討を行うことを目的とした。
この目的のため、本研究では、ＥＵ消費者私法の平準化の促進を目的とする新たな動向、とりわけ、①消費者権利指令
、②ヨーロッパ共通売買法規則提案、③不公正取引方法指令、④消費者団体訴訟制度などにつき、ＥＵレベルと各国レ
ベルの双方から分析し、また消費者法の体系化や構造化をめぐるヨーロッパにおける議論についての検討を行った。

研究成果の概要（英文）：This research project aims to analyze the new development of the Harmonization of 
EU Consumer Law and to pursue the ideal situation of the consumer material law and procedural law for the 
effective enforcement of the consumers' right, with the viewpoint of system and construction of the 
consumer law.
For this purposes, the research team has analyzed especially (1) Consumer Right Directive, (2) the 
Proposal of the Common European Sales Law, (3) Unfair Commercial Practices Directive, (4) the scheme to 
promote the access to Justice: Organization litigation or Class action for the consumers. The team has 
also examined the discussion in the European countries on the systematization of Consumer Law.

研究分野： 民法・消費者法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1) 消費者法およびこれに関連する研究は、

20 世紀最後の四半世紀に飛躍的な発展を遂

げた。特に欧州共同体では、加盟国の消費者

保護の推進と消費者法の平準化が積極的に

図られてきたが、その波及的な効果は、さら

に他の世界各国へと広がることとなった。日

本における製造物責任法（1994 年）や消費者

契約法（2000 年）等の重要な法律の制定も、

このような世界的な潮流の延長線上にある

といえよう。そして今日では、日本でも消費

者の利益保護に係る実体法および手続法上

の各種の規律が存在するが、未だ十分とはい

えず、しかも、対処療法的な形で規定が設け

られてきた結果、体系性が欠け、それが消費

者法の発展の一つの足かせになっている。 

(2) EU では、近年、より統一的な消費者法

の実現へ向けた大きな展開が見られ、注目を

集めている。これまで EU が採用してきた「最

低 水 準 の ル ー ル の 平 準 化 minimum 

harmonisation」では、各国における保護水

準の差が解消されず、それが統一市場の形成

の深刻な障害となっているという分析を受

けて、統一的基準の導入を強制する「完全平

準化 full harmonisation」の採用へと大きく

舵が切られた。また、一般私法と消費者私法

との密接不可分性と、消費者私法を一般私法

との関係で体系的に整序することによる保

護の実効化という観点も含め、ヨーロッパ契

約法構想やヨーロッパ共通売買法規則提案

が出されるなどの展開が見られた。ヨーロッ

パの各国レベルでも、消費者法の構造化・体

系化をめぐる議論が展開されはじめた。 

(3) 既に私たちの研究グループは、不公正

取引方法指令（2005 年）を中心とした EU 消

費者法の展開については、科研費補助金（平

成 22 年度～24 年度：基盤研究（B）（一般）

「EU 消費者法のハーモナイゼーション」）の

助成を得て共同研究を行った。その研究成果

の一部は、中田邦博＝鹿野菜穂子編『ヨーロ

ッパ消費者法・広告規制法の動向と日本法』

（日本評論社、2011）においてまとめた。し

かし、前述のような近時の事態に鑑みれば、

さらにEU消費者法の全体的な分析・検討を、

体系性という視点を加えて分析・検討するこ

とが、日本における消費者法の将来的なあり

方を検討するうえでも有益である。その作業

は、日本さらにはアジアにおける消費者法の

モデルを形成することにも寄与しうること

になる。 

 

２．研究の目的 

(1) 本研究は、法体系における消費者法の

あり方を構想することを目的とするもので

ある。すなわち、既に研究グループが従前行

ってきたところの研究を基礎として、EU消費

者法の平準化をめぐる新たな展開を分析す

るとともに、それを踏まえて、消費者法の実

体法規のあり方や、消費者の権利実現・被害

救済を実効化するための手続的な仕組みの

あり方について、体系性という視点を加えて

検討を行うことを目的とした。 

(2) 具体的には、まず、EU 消費者私法の平

準化の促進を目的とする新たな動向、とりわ

け①消費者権利指令、②ヨーロッパ共通売買

法規則提案、③保険契約法、④消費者団体訴

訟制度について分析し、また、消費者法の体

系化や構造化をめぐるヨーロッパにおける

議論についての検討を行うこと、さらに、こ

れらの分析・検討を踏まえて、最終的にはわ

が国での消費者法のあり方についての提言

を行うことを目的とした。 

 

３．研究の方法 

(1) 本研究の課題は、大きく、EU における

消費者法の新たな動向についての分析・検討

と、消費者法の体系・構造に関わる議論の分

析・検討の二つに分けることができる。 

(2) 第一の課題は、EU の立法自体のみなら

ず、各国におけるEU立法の国内法化も含む。



そこでは、まず、①消費者保護問題に関する

EU の政策・対応の変遷をたどるとともに、関

連する重要な個別立法（指令、規則）が採択

され、あるいは提案が提言された経緯と、そ

の具体的な内容およびそれに関わる議論の

分析を行う。また、②それが各国法にどのよ

うな形で受容され、各国の法体系や取引にい

かなる影響を及ぼしたのかを調査・検討する。 

(3) 第二の課題については、現在、EU域内、

とりわけドイツで活発な議論が生じている

ことから、その議論についてまず整理し、第

一の課題の成果も踏まえて日本法の議論に

接合させる。 

(4) いずれの課題についても、まず文献調

査によって問題状況を把握し、国内の研究会

でメンバー間での情報共有を図り、その上で

さらに関係各機関等につき現地調査を実施

するするとともに、現地の研究者等との意見

交換を行い、その現地調査の成果を研究会に

おいて検討するという方法を採る。特に重要

なテーマについては、外国から研究者を招い

て講演会等を開き、議論を行うこととした。 

 

４．研究成果 

(1) 平成２５年度は、３年間にわたる本研

究の初年度に当たるため、特に EU 消費者法

そのものに関する文献・資料の収集に力を注

ぐと共に、海外の状況に関する全般的な調査

及び海外研究者との意見交換・情報交換に力

を入れた。 

 具体的には、まず、平成２５年６月に、イ

タリアの欧州大学院大学を訪問し、海外研究

協力者である Hans Micklitz 教授とミニ・セ

ミナーを開き、消費者法と民法の在り方及び

消費者法典について意見交換を行った。また、

フィレンツェ大学において、フルジュエール

教授と、主に消費者概念とそれをめぐる課題

について議論を行った。 

 同年８月～９月においては、ブラジルのサ

ンパウロにおいて、サンパウロ大学、裁判所

および各種消費者関連機関を訪問し、消費者

法典をめぐる議論および消費者法の実効化

に関する議論を行った。また、ストックホル

ム大学において、エンゲルブレクト教授らと

共に消費者法の構造化に関する共同研究会

を開き、意見交換を行った。 

 さらに、１１月には、プラハにおいて、消

費者法のシンポジウムに参加し、研究発表お

よび意見交換を行った。それと並行して、同

年度の後半においては、ドイツ・ハンブルグ

のマックスプランク研究所において、文献調

査および海外研究者との意見交換等も行っ

た。 

 なお、本研究に関する基礎文献として、

Hans-W. Micklitz / Norbert Reich / Peter 

Rott, Understanding EU Consumer Law, 

Intersentia, 2009.の翻訳作業を進めてきた。

もっとも、同書については、平成２６（2014）

年中に内容を刷新した第2版が出版されると

いう情報が得られたため、原書の執筆者との

協議を行った。 

(2)  平成２６年度は、一方で、前年に引き

続き、EU 消費者法の平準化をめぐる最新の動

向について、調査を進めるとともに、他方で、

本研究の柱の一つである、消費者法の構造化

との関わりにおいて、EU 諸国における民法典

と消費者法との体系的な関わりに関する調

査・検討を進めた。さらに、消費者の実体的

権利を実効化するための手続の在り方につ

いても、ヨーロッパと日本の比較分析を進め

た。 

 このような研究を進めるために、国内で、

６回にわたり、研究会を開催した。このうち

特に、第５回研究会では、韓国の教授（成教

授）をゲストも招き、「ヨーロッパ民法典の

可能性」に関する報告と議論を行った。第６

回研究会には、オーストリアの研究者（シュ

テファン・ブルブカ氏）を招き、欧州共通売

買法に関する講演会を開き、議論を行った。 

 また、上記(1)で触れた、Hans-W. Micklitz 



/ Norbert Reich / Peter Rott, 

Understanding EU Consumer Law, 

Intersentia, 2009.が、内容を刷新・拡充し

て、平成２６年に EUropean Consumer Law と

して出版されたことから、同書の翻訳作業を

あらためて進めてきた。 

 さらに、ヨーロッパの現地調査として、平

成２６年８月には、ドイツにおいて、EU消費

者権利指令、ヨーロッパ共通売買法、民法と

消費者私法との関わりに関する調査・意見交

換等を行った。また、平成２７年３月には、

イギリスにおいて、消費者権利指令の国内法

化に関する調査を、またドイツのマックスプ

ランク国際私法・外国私法研究所においてフ

ランス契約法の改正と消費者法に関する調

査等を行った。 

 (3) 平成２７年度は、３年間の研究期間の

最後の年に当たっていたことから、一方で、

過去の２年間において不足していた点の補

強的な調査・分析と、新たに生じた動向に関

する調査・分析を行うとともに、他方で、研

究全体のまとめの作業を進めた。 

 具体的には、まず、EU の中でも、イギリス

の消費者法において、新たな動きが見られた

ことから、イギリス法の動向についてさらな

る調査を進めた。その一環として、平成２７

年１１月には、イギリスから、EU 私法・消費

者法の研究を精力的に行っているフレトゥ

ヴィック・フレスナー（Twigg-Flesner）教

授を招聘して、講演会を開催した。ギリシ

ャ・イタリア等の南欧諸国の法状況について

は、日程の都合から現地調査を行うことはで

きなかったが、研究分担者および研究協力者

の協力によって、文献調査を進めてきた。ま

た、EU の共通売買法構想については、この年

度に大きな転機（方針変更）を迎えたので、

その新たな動きとその背景について、文献調

査およびヒアリング調査を進めた。 

 本研究において特に重視してきた項目（共

通私法による平準化作業の展望、市場統合と

法の平準化、消費者法の体系化・法典化、消

費者権利指令の展開、消費者法の実効化と集

団的権利実現など）については、従来の文献

調査やヒアリング調査の結果をまとめる作

業を進め、国内の研究会で報告し合い意見交

換を行うなどの作業を通して、分析を深めて

きた。 

(4) 本研究の成果の一部は、後記のとおり

既に論文等で公表してきたが、３年間の研究

の成果のとりまとめとしての書物の出版を、

平成２８年夏に予定している。また、上記(2)

で触れた、Hans-W. Micklitz / Norbert Reich 

/ Peter Rott, EUropean Consumer Law, 2014 

の翻訳作業も、最終段階にきており、平成２

８年度中には出版する計画で作業を進めて

いる。 
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